
 
 

 

 

 

令和元年度 

 

 

施  政  方  針 

【第２回市議会定例会】 

 

 

 

 

茅 ヶ 崎 市 
 

  



 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

本日、ここに令和元年第２回市議会定例会が開催され、

骨格予算として編成した本年度の当初予算に対する肉付け

予算をはじめ、その他の議案のご審議をお願いするにあた

り、先の第１回市議会定例会に引き続き、市政運営の考え

方や施策の概要を述べさせていただきます。 

 

本年第１回市議会定例会でご審議いただいた一般会計当

初予算は、平成３０年１１月の市長就任後、行政の継続性

が重要なことを踏まえ、継承を基本としながらも、変える

ところは変え、進化できるところは進化させるという考え

のもと、一部の政策的経費を留保した骨格予算として編成

いたしました。 

骨格予算には、市民の皆様の安全・安心に直結し、停滞

することが許されない、市民サービスに直接的に影響を及

ぼす事業に関する人件費や社会保障関係経費、施設の維持

管理経費などを最優先に計上することといたしました。ま

た、政策的な事業であっても、スピード感を持って取り組

む必要がある事業につきましては、骨格予算としてその経

費を計上することといたしました。 

当初予算から留保した事業費は、市全体の最適な姿に鑑

み、それぞれの事業の目的や方向性、事業手法など、十分

な精査を行いました。その結果、小児医療費の助成の対象

拡大に必要な経費などを計上する一方で、道の駅をはじめ

とした事業の見直しを踏まえ、留保した事業費の総額約 
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２３億円のうち、約９億円を肉付け予算として補正予算に

計上いたしました。 

このように２段階の予算編成としたことに伴い、今回の

第２回市議会定例会で、主に肉付け予算の編成の考え方や

施策の概要を述べ、第１回市議会定例会で示した施政方針

と合わせて、一体的に本年度の行政運営の基本方針といた

します。 

   

 ここからは、肉付け予算に位置付けた施策をはじめとし

て、推進していく施策の概要につきまして、主要なものを

ご説明いたします。 

  

 小児医療費の助成につきましては、子どもの健康増進や

子育て世帯の経済的負担の軽減のため、本年１０月に対象

を小学６年生から中学３年生まで拡大いたします。今後、

制度を十分に周知していくとともに、関係機関との協議を

行い、年齢拡大に向けた準備を進めてまいります。 

 また、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されるこ

となく、すべての子どもたちが夢と希望を持ち、すこやか

に育つことを社会全体で支え、子どもに対する総合的な支

援を推進することを目的として、「茅ヶ崎市子ども未来応

援基金」を設置することといたしました。 

待機児童解消のための児童クラブに係る取り組みにつき

ましては、平成３０年２月に策定した「茅ヶ崎市児童クラ
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ブ待機児童解消対策」に位置付けている取り組みに加え、

市の財産である勤労市民会館の一部を有効活用し、民設民

営の児童クラブの来年４月の開所に向け、事業者の公募手

続き等を円滑に進めてまいります。 

 中学校給食につきましては、引き続き、庁内で実施に向

けた課題整理等を進めております。今後も、先行事例や専

門的な知見も踏まえながら、実施手法の比較検討を行い、

一定の方向性を示していきたいと考えております。 

（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館につきましては、整備

に向けた調整を進めるとともに、その周辺エリアも含めて、

市民や来訪者が本市の自然や歴史・文化を知り、学び、交

流する機会を創出していくため、包括的に取り組みを進め

ております。本年度は、その一環として、市指定重要文化

財である旧和田家住宅の耐震改修を実施し、来年度からの

公開・活用に向け取り組んでまいります。 

 ＪＲ茅ケ崎駅の南口駅前広場につきましては、茅ヶ崎市

の玄関口にふさわしい、より魅力的な駅前広場としていく

ため、再整備に向けた取り組みを進めております。本年度

は、東側の一部通路を改修するとともに、来年度以降の供

用開始に向け、引き続き交通管理者等との協議を進めてま

いります。 

 （仮称）河童
か っ ぱ

徳利
どっくり

広場につきましては、西久保地区に伝

わる民話「河童
か っ ぱ

徳利
どっくり

」の伝承や地域の憩いの場の創出を目

的に整備に向けた取り組みを進めております。これまでの
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地域の方々との意見交換や神奈川県や寒川町等との協議を

踏まえ、来年度中の一部供用開始を目指して、本年度から

整備に着手してまいります。 

   

次に、所信表明でお示した取り組みや肉付け予算に計上

した事業を着実に実施していくため、方向性等を再検討す

ることとした事業をご説明いたします。 

  

先の第１回市議会定例会における施政方針でも述べまし

たとおり、道の駅の整備につきましては、事業期間の延伸

を好機と捉え、より地域に愛される道の駅としていくため、

道の駅としての必要な機能は押さえつつ、建築物の建設手

法や運営面での採算性等について、さまざまな角度から再

検討してまいります。 

 また、茅ヶ崎市の魅力を発信し、持続的に観光で潤う地

域づくりを進めるため、一般社団法人茅ヶ崎市観光協会が

主体となり発足を目指している「茅ヶ崎版ＤＭＯ」に係る

取り組みにつきましては、国や神奈川県などが所管する補

助制度の活用を図るなど、あらためて事業内容や財源を精

査したなか、引き続き来年３月の登録申請に向け支援して

まいります。 

 ＪＲ相模線の北茅ケ崎駅につきましては、ＪＲ東日本と

の協定に基づき、駅舎のバリアフリー化と合わせて橋上駅

舎化と東口の設置に向けた取り組みを進めておりましたが、
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整備費の財源の確保、駅周辺整備の方向性も含めて再検討

していくこととし、ＪＲ東日本とも継続して協議を実施し

ていくことといたしました。 

 なお、今後につきましても今回の見直しに限らず、必要

な市民サービスを安定的、継続的に提供していくため、庁

内の各事業のすみ分けや関係団体との役割分担、事業手法

等の見直しを進め、市全体としての最適な姿を目指して取

り組んでまいります。 

 また、将来にわたって持続可能な市政運営を進めていく

ためには、長期的な財政見通しや想定される行政課題など

を踏まえ、既成概念にとらわれない変革が必要です。今後

求められる市の役割や適正な職員規模なども含め、将来的

な地方自治体としてのあり方を検討してまいります。 

 

 先般、歴史的な皇位継承が行われ、令和という新しい時

代が動きだしました。市としても、その意味に込められた

ような、一人一人が明日への希望とともにそれぞれの花を

大きく咲かせることができる社会を目指し、市民の皆様と

共に次の時代を切り開いていきたいと考えております。 

 私は、そのような時代の転換期において、市長としての

リーダーシップを十分に発揮し、よりよい茅ヶ崎市を築い

ていくために取り組んでいく覚悟です。議員各位ならびに

市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願

いいたします。 
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小児医療費助成事業【継続拡充】 

 

１ 目的 

  子どもにかかる医療費のうち、保険診療の自己負担分を公費で助成することで、多く

の子育て家庭の経済的負担の軽減と、安心して子育てができる環境づくりを推進します。 
 
２ 予算額  

  725,792千円                          （単位：千円） 
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

- 129,206 - 30 596,556 

（民生費：小児医療費助成事業費 725,792千円） 

※小児医療費助成事業費のうち、このたびの肉付け予算に 32,096千円を計上してい

ます。 

 
 ＜参考＞ 中学 1年生～3 年生の年間経費見込額 

                          （単位：千円）  
扶助費 手数料 郵便代等 計 

74,000 3,300 1,500 78,800 

    ※ 年齢拡大に係る必要経費は全て一般財源となります。 

※ 肉付け予算では、10月～3月の 6か月分の必要経費（扶助費・手数料は 4か月分）

を計上しています。 

 

３ 事業内容 

  令和元年 10 月を目途に通院の助成対象を中学３年生まで拡大することを目指します。 

拡大対象の中学 1 年生～3 年生については、小学 4 年生～6 年生と同様、1 回の通院に

つき 500 円を上限として自己負担額を設定し、制度の安定化を図りながら、子どもの健

康増進や子育て家庭の経済的負担の軽減を着実に実施します。 
 
(1) 令和元年 10月以降の制度概要 

対象 通院 調剤 入院 

0歳～小学 3年生 全額助成 全額助成 全額助成 

小学 4年生～ 

中学 3年生 

1回あたり 500円を超えた分を助

成 
全額助成 全額助成 

※4 歳～所得制限があります。 
(2) 対象者（医療証所持者） 

平成 31年 3 月時点 中学 1～3年生 見込人数 年齢拡大後 見込人数 

22,075 人 4,200人 26,275 人 

 

こども育成部子育て支援課 課長 小川 剛志 
電話 0467（82）1111 内線 2169 
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学びの場の創出事業【継続拡充】 

 
１ 目的 

  共働き世帯の増加等により、保育需要が急激に高まっており、児童クラブにおいても

待機児童が発生している状況です。 
  児童の安全・安心な放課後の居場所づくりのため、平成 30年 2月に策定した「茅ヶ崎

市児童クラブ待機児童解消対策」に位置付けた取り組みに加え、勤労市民会館 5 階部分

を活用した新たな民設民営児童クラブを開設することとし、公共施設の有効活用及び待

機児童の解消を目指します。 
 
２ 予算額 

  79,090千円                          （単位：千円） 
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

25,102 25,102 - - 28,886 

  （民生費：放課後児童健全育成事業費 66,398千円） 
（民生費：（仮称）梅田・茅ヶ崎地区児童クラブ整備事業費 12,692千円） 

   ※（仮称）梅田・茅ヶ崎地区児童クラブ整備事業費のうち、このたびの肉付け予算

に 12,600千円を計上しています。 
 
３ 事業内容 

  ・新たな民設民営児童クラブの開設（梅田・茅ヶ崎小学校区が対象） 
令和 2年 4月の開設を目指し、「豊かな長寿社会に向けたまちづくり基本方針」の 

具体的事業として位置付けられている、さまざまな知見を有する高齢者が児童クラブ

の運営に携わることにより、子どもの多様な居場所を充実させること等を目的とした

「放課後学びの場の創出事業（高齢者活用型児童クラブ）」に即した運営事業者を公

募し、待機児童の効果的な解消を目指します。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和元年 7月 申請受付開始 
     8月下旬 申請受付終了 
     8月下旬～ 

     9月中旬 

放課後児童健全育成事業者選定委員会によるヒアリング等 

     9月下旬 放課後児童健全育成事業実施者の決定 
     10月以降 開所準備等 
令和 2年 4月 1日 開所 

 
 

こども育成部保育課 課長 三浦 克之 
電話 0467（82）1111 内線 2159 
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（仮称）河童徳利ひろば整備事業【継続】 

 
１ 目的 

  西久保地区に伝わる民話「河童徳利」（かながわの昔話 50 選）の伝承を目的に、「河

童徳利」を誰もが身近に感じることができるような広場を整備するとともに、イベント

や交流等を通じて「河童徳利」を多方面に発信し、にぎわいの創出を図ります。 
 
２ 予算額 

  46,464千円                           （単位：千円） 
国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

- - 46,400 - 64 

  （土木費：国県事業対策費 46,795千円） 

   ※国県事業対策費のうち、このたびの肉付け予算に 46,464 千円を計上しています。 
【総事業費見込み：55,541千円（平成 30年度～令和 2年度事業）】 
 

３ 事業内容 

  令和元年度は、広場の測量や地域の皆様からいただいたご意見を踏まえて作成した設

計図をもとに、神奈川県や寒川町など関係機関と調整を行いながら広場の整備に着手し

ていきます。 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度以降 

●事業用地の測量・設計 

●一部広場整備 

●地権者交渉 

●一部供用開始 ●次期整備検討 

（施設計画、工事計画等） 

  

 
企画部広域事業政策課 課長 寺島 哲 
電話 0467（82）1111 内線 2541 

西久保地区では、地域の皆

様の協力を得ながら、民話「河

童徳利」にちなんだ取り組み

を進めています。 

民話「河童徳利」にちなんだ地下道ペイント事業 

（平成 28～29 年度実施） 

次期整備予定 

整備区域 
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道の駅整備推進事業【継続】 

 

１ 目的 

湘南地区のゲートウェイとして広域的な地域・観光情報の発信、産業の振興、地域交

流の場や災害復興支援活動などの拠点となる道の駅を、国道 134 号の道路管理者である

神奈川県と連携して整備し、地域の活性化を図るとともに本市の魅力とブランド力の向

上を図ります。 

 
２ 予算額 

  297,714千円                         （単位：千円） 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

22,500 - 187,500 24,178 63,536 

  （商工費：道の駅整備推進事業費 297,714千円） 

   ※道の駅整備推進事業費のうち、このたびの肉付け予算に 63,246千円を計上してい

ます。 
 

３ 事業内容 

用地取得及び必要な事務手続きを行うとともに、道の駅の施設整備（造成等）をはじ

め、鉄砲道（市道 0121 号線）の柳島二丁目交差点から国道 134 号までの約 335ｍの区間

について道路改良等の工事に着手します。 

また、さまざまな角度から建築物の建設手法や運営面での採算性、地域産品等のオリ

ジナルブランド化に向けた検討等をあわせて行います。 

(1) 整備位置図 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
(2) 整備スケジュール  

   令和元年度     道路改良工事、盛土・造成工事、建築物の建設手法や運営面 

            の採算性・オリジナルブランドの検討 

   令和 2～3年度   建築工事 

令和 4年 3月    オープン予定 

柳島 

スポーツ公園 

 

柳島しおさい 

公園 

 道の駅整備地 

市道 0121号線（鉄砲道）道路改良工事 

区間Ｌ＝約 335ｍ 

 

経済部産業振興課 道の駅整備推進担当課長 関 健次 

電話 0467（82）1111 内線 2398 
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